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◼ サイバー対処能力強化法整備法の一部施行によるサイバーセキュリティ（以下「CS」という。）

基本法等の改正に伴い、CS戦略本部の下に以下の会議を設置する。

・CS戦略推進会議：我が国のサイバー対処能力の向上及びCSの確保に関し、関係省庁が情報交

換・意見交換を行い、連携を図るとともに、総合的な施策を検討・推進する。

・重要インフラCS対策推進会議：CS基本法第26条第１項第３号等の規定を踏まえ、関係行政機関
相互の緊密な連携の下、我が国全体の重要インフラ防護に資するCS対策の推進を図る。

関連会議

CS対策推進会議（CISO等連絡会議）

議 長：副長官（事務）
構成員：各省官房長級

CS対策推進専任審議官等会議（副CISO等連絡会議）

議 長：内閣サイバー官
構成員：各省審議官級

CS対策推進会議幹事会

議 長：国家サイバー統括室審議官
構成員：各省参事官級

CS戦略推進会議

議 長：サイバー安全保障担当大臣
構成員：各省官房長級

重要インフラCS対策推進会議

議 長：内閣サイバー官
構成員：重フラ所管省庁局長級

CS戦略本部

議 長：内閣総理大臣
構成員：全閣僚

内 閣

CS推進専門家会議

議 長・構成員：有識者

サイバーセキュリティ戦略本部の関連会議について

[新設] [新設]

[CS基本法により設置]
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